
１

派
遣
計
画
の
策
定
、
事
前
準
備
、
そ
の

他
後
方
支
援

支
援
本
部
）
の
設
置
が
決
ま
り
、
横
浜
市
も
、
東
京

都
や
神
奈
川
県
等
と
と
も
に
本
部
へ
の
要
員
を
派
遣

し
、
全
体
の
指
揮
命
令
業
務
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
大
阪
府
庁
内
に
判
定
支
援
本
部
が
で
き
た
の
は

二
十
三
日
（
月
）
。
以
降
、
組
織
的
、
効
率
的
な
判

定
作
業
が
軌
道
に
乗
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
ま
た
、
二
十
一
日
の
天
気
は
下
り
坂
で
、
直
接
神

戸
市
か
ら
、
降
雨
に
よ
る
崖
崩
れ
の
防
止
の
た
め
緊

急
に
「
防
水
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
、
土
の
う
」
の
提
供

要
請
が
あ
っ
た
。
翌
日
曜
日
に
出
勤
し
た
宅
地
指
導

部
の
職
員
が
、
各
保
管
倉
庫
一
斉
に
手
配
し
、
そ
の

日
の
う
ち
に
、
神
戸
に
向
け
て
配
送
し
た
。

２
-
応
急
危
険
度
判
定

　
震
災
発
生
の
翌
日
一
月
十
八
日
（
水
）
朝
、
局
内

緊
急
会
議
。
「
と
に
か
く
判
定
士
（
震
災
建
築
物
応

急
危
険
度
判
定
士
）
を
派
遣
す
る
こ
と
を
考
え
る
べ

き
だ
」
「
す
ぐ
に
準
備
を
」
と
決
定
し
、
災
害
対
策

室
に
連
絡
を
入
れ
た
。
午
後
に
は
、
神
奈
川
県
を
通

じ
て
建
設
省
か
ら
派
遣
に
つ
い
て
の
打
診
、
依
頼
が

あ
っ
た
。
当
面
、
民
間
判
定
士
派
遣
に
は
、
手
続
き

等
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
り
、
本
市
職
員
を
派
遣
す

る
こ
と
に
決
定
。
す
ぐ
に
人
選
を
行
い
、
同
日
四
名

に
派
遣
を
命
じ
た
。
現
地
情
報
は
、
被
災
直
後
で
ま
っ

た
く
不
明
。
宿
泊
地
や
交
通
手
段
な
ど
は
建
設
省
で

手
配
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
十
九
日
（
木
）
に
は
、
建
設
省
か
ら
第
二
次
派
遣

の
要
請
が
あ
り
、
さ
ら
に
四
人
の
人
選
を
決
定
す
る
。

こ
の
時
点
で
は
、
第
何
次
ま
で
の
派
遣
と
な
る
か
未

定
。
と
り
あ
え
ず
、
第
五
次
ま
で
の
人
選
を
進
め
た
。

し
か
し
、
第
一
次
隊
か
ら
は
、
震
災
発
生
後
の
混
乱

し
た
状
況
で
地
元
神
戸
市
も
被
災
者
救
助
等
の
対
応

も
あ
り
、
応
急
危
険
度
判
定
の
全
体
計
画
が
は
っ
き

り
し
な
い
ま
ま
、
判
定
活
動
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と

の
報
告
が
あ
っ
た
。

　
二
十
一
日
（
土
）
に
な
り
、
急
濾
「
兵
庫
県
南
部

地
震
建
築
物
応
急
危
険
度
判
定
支
援
本
部
」
（
以
下

　
応
急
危
険
度
判
定
は
、
被
災
し
た
建
物
を
訓
練
さ

れ
た
判
定
士
に
よ
り
、
緊
急
的
か
つ
技
術
的
に
調
査

し
、
そ
の
結
果
を
「
危
険
」
「
要
注
意
」
「
安
全
」
と

三
段
階
に
判
定
し
て
、
こ
れ
を
使
用
者
に
知
ら
せ
る

こ
と
で
、
余
震
な
ど
に
よ
る
二
次
災
害
を
防
止
す
る

も
の
で
あ
る
（
図
一
１
）
。

①
－
判
定
士
の
派
遣

　
横
浜
を
始
め
と
し
神
奈
川
県
は
、
平
成
四
年
に
判

定
士
制
度
（
「
神
奈
川
県
震
災
建
築
物
応
急
危
険
度

判
定
士
認
定
要
綱
」
）
を
い
ち
早
く
取
り
入
れ
た
。

他
に
は
同
制
度
を
持
つ
の
は
静
岡
県
だ
け
で
あ
る
。

民
間
建
築
士
を
含
め
、
県
下
で
四
千
五
百
五
十
人
、

市
内
で
も
千
六
百
四
十
人
が
登
録
さ
れ
て
い
る
（
本

年
一
月
現
在
）
。
こ
う
し
た
実
績
か
ら
、
今
回
震
災

直
後
、
判
定
士
の
派
遣
及
び
判
定
支
援
本
部
へ
の
人

員
派
遣
の
要
請
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

　
判
定
士
と
し
て
、
一
月
十
九
日
の
第
一
次
隊
か
ら

第
六
次
隊
（
～
二
月
十
日
）
ま
で
、
建
築
局
や
区
役

所
建
築
課
の
建
築
技
術
職
員
二
十
二
人
を
派
遣
し
た
。

延
べ
派
遣
人
日
数
は
百
十
人
。
ま
た
、
判
定
支
援
本

応急危険度判定の位置づけ図一１

１
－
派
遣
計
画
の
策
定
、
事
前
準
備
、
そ
の
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後
方
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援
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－
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地
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動
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と
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部
に
は
、
一
月
二
十
三
日
か
ら
二
月
十
四
日
ま
で
、

三
人
の
建
築
局
職
員
を
派
遣
し
た
（
表
－
１
）
。

　
前
の
派
遣
隊
か
ら
の
報
告
を
次
の
派
遣
隊
へ
伝
え
、

さ
ら
に
現
地
で
引
き
継
ぎ
を
行
う
な
ど
準
備
を
し
た

が
、
現
地
状
況
や
判
定
業
務
進
捗
に
応
じ
、
次
々
と

赴
任
地
や
持
ち
込
む
資
材
等
の
変
更
も
必
要
と
な
り
、

情
報
が
不
足
し
混
乱
し
た
面
も
あ
る
。
ま
た
、
当
初

は
、
判
定
業
務
の
基
地
（
ベ
ー
ス
）
が
徳
島
市
内
に

設
定
さ
れ
、
毎
日
神
戸
ま
で
高
速
船
で
通
っ
て
作
業

を
行
っ
た
が
、
そ
の
後
、
交
通
事
情
の
改
善
に
伴
っ

て
、
急
邁
ベ
ー
ス
が
大
阪
に
変
更
と
な
っ
た
が
、
変

更
が
土
日
で
行
わ
れ
連
絡
に
困
る
と
い
っ
た
一
幕
も

あ
っ
た
。

表－4　応急危険度判定士派遣実績表

②
－
現
地
で
の
状
況

　
当
初
は
現
地
で
受
け
る
説
明
も
不
十
分
で
、
派
遣

要
員
は
自
分
た
ち
の
仕
事
が
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
の
か
分
か
ら
な
い
状
態
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
判

定
支
援
本
部
の
努
力
に
よ
り
次
第
に
改
善
さ
れ
て
い
っ

た
。
調
査
現
場
ま
で
の
交
通
手
段
や
被
災
地
内
で
の

活
動
に
は
様
々
な
困
難
が
伴
っ
た
。
例
と
し
て
第
三

次
派
遣
の
二
月
二
十
八
日
の
日
程
を
示
す
（
表
－
２
）
。

③
－
判
定
方
法

　
判
定
は
原
則
と
し
て
二
人
一
組
で
行
っ
た
。
第
二

次
派
遣
隊
か
ら
は
、
対
象
建
築
物
は
共
同
住
宅
及
び

長
屋
（
市
営
住
宅
及
び
県
営
住
宅
は
除
く
）
で
あ
る
。

表-2　判定士の一日

緊
急
特
集
・
横
浜
市
職
員
が
見
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
②
現
地
派
遣
職
員
の
報
告

　
具
体
的
な
作
業
工
程
は
「
応
急
危
険
度
調
査
・
判

定
シ
ー
ト
」
（
日
本
建
築
防
災
協
会
）
に
基
づ
き
、

ま
ず
「
構
造
躯
体
」
、
次
い
で
「
落
下
物
・
転
倒
物
」
、

さ
ら
に
必
要
に
応
じ
て
「
建
物
内
」
と
各
区
分
を
調

査
す
る
。
二
十
数
項
目
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
た
上
で
、

各
区
分
別
判
定
、
最
終
判
定
へ
と
進
め
る
。
マ
ニ
ュ

ア
ル
で
は
一
棟
の
調
査
時
間
の
目
安
と
し
て
二
、
三

十
分
と
し
て
い
る
が
、
規
模
や
被
災
状
況
に
よ
っ
て

相
当
の
時
間
を
要
す
。

　
判
定
結
果
は
「
調
査
済
（
安
全
）
」
（
緑
色
）
、
「
要

注
意
」
（
黄
色
）
、
「
危
険
」
（
赤
色
）
と
三
種
類
の
ス

テ
ッ
カ
ー
（
用
紙
参
照
）
で
表
示
し
、
居
住
者
が
い

る
場
合
に
は
内
容
を
説
明
の
上
注
意
事
項
を
伝
え
る
。

(応急危険度判定結果)

この建物に立ち入らないでください。

なお、この建物に立ち入る場合には、建築士に相談し、

応急補強措置等を行った後にしてください。
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建
築
物
本
体
の
構
造
に
問
題
が
な
く
て
も
、
例
え
ば

塀
等
が
倒
壊
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
は
「
危
険
」
と
な

る
の
で
、
ス
テ
ッ
カ
ー
の
注
記
欄
に
な
ぜ
そ
の
よ
う

な
判
定
に
な
っ
た
の
か
を
記
入
す
る
。
マ
ニ
ュ
ア
ル

上
は
「
危
険
」
と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
住
民
等

へ
の
配
慮
か
ら
「
要
注
意
」
の
ス
テ
ッ
カ
ー
を
貼
る

と
い
う
現
場
に
即
し
た
判
断
が
必
要
と
さ
れ
た
。

④
－
実
例
を
通
し
て
見
た
判
定
実
務

・
実
例
一
　
（
場
所
＝
兵
庫
区
、
構
造
＝
Ｒ
Ｃ
造
、
用

途
＝
一
階
工
場
、
二
階
か
ら
八
階
共
同
住
宅
）

　
一
階
が
自
動
車
の
修
理
工
場
と
な
っ
て
い
た
が
、

上
階
は
共
同
住
宅
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
調
査
対
象

建
築
物
と
な
っ
た
。
建
物
の
前
で
立
ち
止
ま
る
と
、

す
ぐ
人
が
出
て
き
て
話
が
始
ま
る
。
「
何
の
調
査
で

す
か
」
「
危
険
度
の
判
定
の
調
査
で
す
」
「
判
定
な
ら

も
う
や
っ
た
よ
」

　
し
か
し
、
ど
ん
な
調
査
か
尋
ね
る
と
あ
い
ま
い
だ
っ

た
。
そ
の
う
ち
、
建
物
の
所
有
者
と
思
わ
れ
る
や
や

年
を
召
し
た
女
性
が
出
て
き
た
。
ど
う
も
仮
設
住
宅

の
申
し
込
み
の
こ
と
と
勘
違
い
し
て
い
る
ら
し
く

「
調
査
は
結
構
。
公
園
で
や
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
」

と
言
う
。
そ
れ
に
マ
ン
シ
ョ
ン
の
損
傷
の
こ
と
で
何

か
言
わ
れ
た
く
な
い
と
い
う
雰
囲
気
も
あ
っ
た
。

　
工
場
の
関
係
者
ら
し
い
人
た
ち
が
「
建
物
を
見
て

も
ら
う
だ
け
だ
か
ら
見
て
お
い
て
も
ら
お
う
よ
」
と

言
う
の
で
、
結
局
「
で
は
見
て
く
だ
さ
い
」
と
な
っ

て
、
や
っ
と
作
業
に
と
り
か
か
っ
た
。
外
見
上
は
特

に
損
傷
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
か
っ
た
が
、

一
階
の
修
理
工
場
内
に
入
っ
て
み
る
と
、
壁
が
落
ち

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
柱
の
一
部
で
コ
ン
ク
リ
ー

ト
が
剥
離
し
、
鉄
筋
が
見
え
て
い
た
。
住
宅
部
分
を

見
よ
う
と
階
段
室
に
入
る
と
壁
が
大
き
く
崩
れ
て
穴

が
あ
き
、
鉄
筋
も
露
出
し
て
い
る
。
よ
く
見
る
と
、

壁
の
向
こ
う
の
柱
も
帯
筋
と
主
筋
が
露
出
し
た
状
態

と
な
っ
て
い
た
。
二
階
以
上
は
、
廊
下
側
の
壁
に
一

部
亀
裂
が
あ
っ
た
も
の
の
構
造
上
の
問
題
と
な
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。

　
躯
体
に
つ
い
て
の
判
定
は
、
調
査
し
た
柱
の
二
〇

％
以
上
が
損
傷
度
Ⅳ
（
ひ
び
わ
れ
幅
ニ
ミ
リ
以
上
が

多
数
。
剥
離
や
鉄
筋
の
露
出
が
か
な
り
の
程
度
な
ど
）

だ
と
ラ
ン
ク
Ｃ
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
建
物
の
場

合
は
、
十
本
の
柱
の
う
ち
、
損
傷
度
Ⅳ
が
一
本
、
損

傷
度
Ⅲ
と
Ⅳ
の
あ
い
だ
ぐ
ら
い
の
も
の
が
一
本
で
あ
っ

た
の
で
、
ラ
ン
ク
は
Ｂ
と
な
っ
た
。
そ
の
他
、
落
下

物
等
の
危
険
は
な
か
っ
た
の
で
、
最
終
的
な
判
定
は

「
要
注
意
」
と
な
っ
た
。
（
写
真
－
１
、
２
）

・
実
例
二
（
場
所
＝
長
田
区
、
構
造
＝
木
造
、
用
途
＝

長
屋
）

写真１：マンションの全景。一見、被

害は感じられない。

写真２：階段室から見た柱及び壁。損

傷度ⅢとⅣの間と考えられる。

　
建
物
を
調
査
し
て
い
る
と
、
女
性
が
「
判
定
で
す

か
。
私
の
家
は
そ
こ
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
回
っ

て
き
ま
す
か
。
見
て
く
だ
さ
い
」
と
声
を
か
け
て
き

た
。
「
こ
れ
か
ら
そ
ち
ら
へ
も
回
り
ま
す
が
、
共
同

住
宅
の
調
査
中
な
の
で
、
一
戸
建
て
の
家
に
つ
い
て

は
災
害
対
策
本
部
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
」
と
答
え

る
。
し
か
し
「
崩
れ
て
は
い
な
い
の
で
す
が
、
住
ん

で
い
て
安
全
か
ど
う
か
ど
う
し
て
も
見
て
も
ら
い
た

い
」
と
必
死
に
言
う
。
そ
の
家
ま
で
回
っ
て
み
る
と
、

隣
の
崩
れ
て
い
る
家
と
は
つ
な
が
っ
て
い
て
長
屋
だ
っ

た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
り
、
調
査
に
入
っ
た
。
表
の

部
分
は
特
に
損
傷
は
な
か
っ
た
。
奥
が
二
階
建
て
に

な
っ
て
お
り
、
後
か
ら
増
築
し
て
い
る
も
の
の
よ
う

に
思
わ
れ
た
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
上
は
内
部
の
調
査
は
必

要
で
は
な
い
の
だ
が
、
外
側
か
ら
だ
け
で
判
断
で
き

な
い
の
で
、
内
部
調
査
も
行
っ
た
。
奥
は
一
見
し
て

明
ら
か
に
柱
が
傾
い
て
お
り
、
そ
の
傾
き
は
二
十
分

の
一
を
超
え
て
い
た
。
二
階
へ
は
危
険
で
上
が
れ
な

い
状
態
で
あ
っ
た
。

　
　
「
ど
う
で
し
ょ
う
か
」
と
言
う
の
で
、
柱
の
傾
き

だ
け
か
ら
考
え
て
も
危
険
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
た
。

ご
主
人
も
、
危
険
で
あ
る
こ
と
は
分
か
り
つ
つ
も

「
行
く
と
こ
ろ
も
な
い
し
、
二
階
の
な
い
部
分
は
大

丈
夫
で
し
ょ
う
か
」
と
聞
く
。
梁
で
つ
な
が
っ
て
い

る
の
で
安
全
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
。
最

終
的
に
「
法
的
な
拘
束
性
は
な
い
が
、
「
危
険
」
の

ス
テ
ッ
カ
ー
を
貼
る
こ
と
に
な
り
ま
す
」
と
断
っ
て
、

赤
い
ス
テ
ッ
カ
ー
を
貼
っ
た
。
奥
さ
ん
が
「
こ
ん
な

紙
を
貼
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
こ
と
だ
し
、
ど
こ
か
へ
避
難

し
ま
し
ょ
う
よ
」
と
言
う
と
、
ご
主
人
が
強
い
口
調

で
「
言
う
な
！
」
と
一
言
。

　
こ
こ
が
大
震
災
の
被
災
地
で
あ
る
こ
と
を
強
く
印

象
づ
け
た
一
瞬
だ
っ
た
。
（
写
真
｜
３
、
４
）
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写真３：「危険」のステッカーを貼った

ところ。

写真４：ステッカーに記入しているところ。



３
一
応
急
危
険
度
判
定
支
援
本
部

・
実
例
三
（
場
所
＝
兵
庫
区
、
構
造
＝
Ｒ
Ｃ
造
、
用

途
＝
共
同
住
宅
）

　
一
階
が
駐
車
場
と
な
っ
て
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
。
ピ

ロ
テ
ィ
部
分
を
見
た
が
、
階
段
室
部
分
の
壁
に
ク
ラ
ッ

ク
が
多
少
あ
っ
た
も
の
の
、
構
造
上
の
問
題
は
な
か
っ

た
。
階
段
を
上
が
る
と
、
外
廊
下
の
壁
に
亀
裂
が
入
っ

て
い
た
。
も
う
一
人
が
下
り
て
柱
の
位
置
を
確
認
し
、

上
の
階
に
い
る
私
に
結
果
を
知
ら
せ
た
。
廊
下
に
面

し
た
柱
に
は
異
状
が
な
か
っ
た
。

　
居
住
者
が
「
部
屋
を
見
て
く
れ
」
と
言
う
の
で
、

断
れ
ず
に
内
部
に
入
っ
た
。
玄
関
の
ド
ア
が
閉
ま
ら

な
く
な
っ
て
い
た
。
見
る
と
、
ス
チ
ー
ル
ド
ア
が
曲

が
っ
て
波
打
っ
て
い
る
。
地
震
の
と
き
に
は
、
テ
レ

ビ
が
数
メ
ー
ト
ル
飛
ん
だ
も
の
の
怪
我
も
な
か
っ
た

の
だ
が
、
し
ば
ら
く
し
て
玄
関
を
開
け
よ
う
と
す
る

と
開
か
ず
体
当
た
り
し
て
も
だ
め
だ
っ
た
と
い
う
。

バ
ル
コ
ニ
ー
か
ら
下
へ
降
り
、
バ
ー
ル
の
よ
う
な
も

の
で
こ
じ
あ
け
た
と
い
う
。
内
部
に
は
、
亀
裂
ら
し

い
も
の
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
マ

ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
「
調
査
済
」
の
緑
の
ス
テ
ッ

カ
ー
を
貼
り
付
け
た
。
（
写
真
－
５
、
６
）

写真５：特に損傷を受けていない。

①
－
判
定
計
画
策
定
と
実
施
主
体

　
こ
の
よ
う
な
判
定
業
務
は
、
本
来
被
災
し
た
市
町

村
の
災
害
対
策
本
部
が
、
被
害
の
状
況
を
判
断
し
て

実
施
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
要
請
に
よ
っ
て
判
定

士
が
派
遣
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
判
定

結
果
に
つ
い
て
名
当
該
災
害
対
策
本
部
が
責
任
を
負

う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
応
急
復
旧
や
被
災
度
判

定
、
補
修
補
強
な
ど
の
復
興
に
つ
な
げ
て
い
く
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
判
定
業
務
は
、
市
町
村
災
害
対
策

本
部
の
職
員
（
判
定
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）
の
指
揮

監
督
の
も
と
に
行
わ
れ
る
も
の
で
、
ま
ず
対
象
地
域
・

対
象
建
築
・
優
先
順
位
の
決
定
や
調
査
計
画
を
策
定

す
る
。
通
常
二
週
間
を
目
安
に
迅
速
に
終
え
る
必
要

が
あ
り
、
適
切
な
数
の
応
援
要
請
か
ら
始
ま
り
、
判

定
士
の
輸
送
や
資
機
材
確
保
や
作
業
計
画
策
定
（
班

編
成
や
割
り
当
て
区
域
、
名
簿
管
理
）
な
ど
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

緊
急
特
集
・
横
浜
市
職
員
が
見
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
②
現
地
派
遣
職
員
の
報
告

写真６：調査票でチェックしているところ。

　
し
か
し
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、
被
災
地
の

範
囲
が
広
く
、
か
つ
破
損
し
た
建
築
が
膨
大
で
あ
る

（
破
損
家
屋
＝
十
万
五
千
五
百
六
十
五
棟
。
一
月
三

十
一
日
午
後
九
時
四
十
五
分
現
在
警
察
庁
調
べ
）
こ

と
、
‘
緊
急
的
に
判
定
を
行
う
た
め
に
は
、
全
国
の
自

治
体
か
ら
相
当
数
の
職
員
の
応
援
が
必
要
で
あ
っ
た

こ
と
、
か
つ
被
災
自
治
体
の
当
面
の
課
題
は
救
助
救

援
活
動
で
あ
り
、
判
定
活
動
を
進
め
る
だ
け
の
体
制

を
作
る
余
裕
が
な
い
こ
と
な
ど
の
困
難
な
状
況
が
あ
っ

た
。
ま
た
、
兵
庫
県
下
に
は
、
応
急
危
険
判
定
の
制

度
が
な
か
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
一
月
二
十
三
日
に
は
、
建
設
省
の
働
き

か
け
で
大
阪
に
判
定
支
援
本
部
を
設
け
、
各
被
災
自

治
体
と
連
携
を
は
か
り
な
が
ら
、
全
体
計
画
の
立
案

や
実
施
支
援
に
あ
た
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

二
月
十
四
日
現
在
、
延
べ
人
日
で
四
千
七
百
二
十
九

人
が
全
国
の
自
治
体
か
ら
派
遣
さ
れ
た
。

②
ｌ
実
施
体
制
づ
く
り

　
被
災
直
後
は
十
分
な
判
定
体
制
も
整
わ
ず
、
公
共

的
建
築
や
周
辺
へ
の
二
次
災
害
の
危
険
が
あ
る
四
階

以
上
の
建
築
を
対
象
と
し
た
が
、
混
乱
も
あ
っ
た
。
。

そ
の
後
、
支
援
本
部
に
お
い
て
、
全
体
計
画
を
策
定

し
、
各
自
治
体
災
害
本
部
な
ど
と
調
整
の
上
、
次
の

よ
う
な
分
担
を
決
め
た
。

　
ま
ず
、
共
同
住
宅
（
長
屋
）
を
優
先
順
位
が
高
い

と
判
断
し
、
全
国
の
行
政
職
員
に
よ
る
判
定
を
始
め

る
。
こ
れ
は
、
多
く
の
人
命
に
か
か
わ
る
こ
と
、
周

辺
へ
の
二
次
災
害
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
、
居
住
者

間
で
判
断
が
ば
ら
つ
く
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
た
も
の

で
あ
る
。

　
さ
ら
に
建
設
省
と
連
携
し
て
民
間
建
築
士
等
関
係

十
四
団
体
へ
協
力
を
要
請
し
、
一
月
二
十
七
日
に
戸

建築物の安全確認
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建
住
宅
の
判
定
体
制
と
し
て
、
「
兵
庫
県
南
部
地
震

被
災
度
判
定
体
制
支
援
会
議
」
（
以
下
、
支
援
会
議
）

と
い
う
全
国
的
な
組
織
を
設
置
し
た
。
こ
の
よ
う
な

組
織
と
し
た
の
は
、
被
災
度
判
定
は
、
そ
の
後
の
復

旧
や
補
修
補
強
相
談
と
深
い
関
係
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
以
前
か
ら
、
各
都
市
で
は
地
元

建
築
士
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
個
別
に
活
動
を
開
始
し
て

い
た
が
、
こ
こ
で
よ
う
や
く
全
体
的
な
体
制
が
整
澗

さ
れ
た
の
で
あ
る
（
図
－
２
・
３
）
。

③
－
判
定
活
動
支
援
の
実
務

　
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
都
道
府
県
や
市
町
村
の
応
援

判
定
士
は
、
主
と
し
て
建
築
行
政
や
営
繕
な
ど
の
経

験
あ
る
職
員
で
、
結
果
と
し
て
効
果
的
な
業
務
が
遂

図一２　建築物応急危険度判定及び被災度判定体制モデル図

行
で
き
た
。
し
か
し
、
派
遣
さ
れ
て
き
た
職
員
の
多

く
が
事
前
に
判
定
業
務
を
知
ら
な
か
っ
た
の
も
事
実

で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
効
果
的
に
仕
事
が
で
き
る
よ
う
「
派
遣

要
請
計
画
」
「
宿
舎
な
ど
受
け
入
れ
」
に
始
ま
り
、

前
日
に
は
「
研
修
」
（
初
め
は
当
日
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
た
）
、
「
調
査
計
画
」
「
資
材
調
達
（
十
数
万
枚

に
及
ぶ
調
査
シ
ー
ト
な
ど
）
」
「
進
行
管
理
」
「
各
自

治
体
災
害
本
部
と
の
連
絡
調
整
」
な
ど
の
業
務
に
あ

た
っ
た
。
調
査
判
定
に
問
題
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
方

法
の
見
直
し
や
解
説
を
加
え
、
「
Ｑ
＆
Ａ
」
を
策
定

し
た
り
と
日
々
改
良
を
加
え
な
が
ら
の
進
行
で
あ
っ

調
査
班
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）

と
し
て
も
活
動
し
た
。
現
地
基
地
を
設
置
し
て
（
と

い
っ
て
も
市
営
住
宅
の
工
事
現
場
事
務
所
）
、
最
盛

期
に
は
二
百
人
の
判
定
士
の
方
々
や
神
戸
市
の
担
当

者
な
ど
と
連
携
し
て
判
定
活
動
を
行
っ
た
。
現
地
に

関
す
る
情
報
が
ほ
と
ん
ど
集
ま
ら
ず
、
神
戸
市
担
当

者
と
も
調
査
当
日
の
朝
、
よ
う
や
く
現
地
で
打
ち
合

わ
せ
を
も
っ
た
程
度
で
あ
る
。
神
戸
市
も
、
私
の
受

け
持
っ
た
地
域
の
判
定
業
務
に
回
せ
る
職
員
は
、
二

人
程
度
で
あ
り
、
必
ず
し
も
現
地
の
状
況
に
詳
し
い

人
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。

現
地
の
状
況
把
握
が
で
き
な
い
こ
と
が
最
大
の
問

題
で
あ
る
。
前
日
に
徒
歩
（
後
半
は
自
転
車
も
使
え

た
）
で
調
査
予
定
区
域
を
見
て
、
お
お
よ
そ
の
被
災

状
況
や
戸
数
の
把
握
を
行
う
が
、
現
実
的
に
は
限
ら

れ
た
範
囲
で
推
測
で
計
画
を
立
て
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。

　
ま
た
、
判
定
士
の
使
用
す
る
資
材
（
特
に
携
帯
電

話
が
有
効
で
あ
っ
た
）
や
宿
舎
、
交
通
手
段
の
確
保

も
問
題
で
あ
っ
た
。
特
に
自
転
車
は
重
要
で
、
近
県

の
市
町
村
の
リ
サ
イ
ク
ル
自
転
車
の
提
供
を
受
け
た
。

し
か
し
、
パ
ン
ク
の
修
理
や
事
務
所
機
能
（
コ
ピ
ー
、

ト
イ
レ
、
電
話
）
の
確
保
な
ど
、
日
常
で
は
考
え
ら

れ
な
い
こ
と
で
困
難
が
伴
い
、
思
わ
ぬ
時
間
が
と
ら

れ
た
。

４
一
応
急
危
険
度
判
定
調
査
結
果
に
つ
い
て

①
－
第
一
段
階

　
一
月
十
八
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
の
第
一
段
階
で
、

も
っ
と
も
被
害
の
大
き
い
神
戸
市
内
で
、
倒
壊
、
全

壊
、
半
壊
な
ど
の
被
災
状
況
を
把
握
し
、
危
険
と
判

断
さ
れ
る
建
築
物
に
は
「
使
用
禁
止
」
の
紙
を
貼
っ

図―３　被災建築物に対する被災度判定

及び補修等相談体制
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た
。本

部
業
務
と
と
も
に
、
神
戸
市
東
灘
区
・
灘
区
の



た
。
主
と
し
て
、
四
階
建
て
以
上
の
ビ
ル
、
公
共
的

性
格
の
強
い
も
の
を
対
象
と
し
た
。
横
浜
市
か
ら
の

四
人
を
含
め
、
建
設
省
、
七
県
、
住
宅
・
都
市
整
備

公
団
な
ど
の
職
員
で
構
成
さ
れ
た
チ
ー
ム
で
調
査
を

行
っ
た
。
こ
の
結
果
「
使
用
禁
止
」
と
し
た
も
の
が
。

二
千
八
百
二
十
五
件
で
あ
っ
た
。

②
－
第
二
段
階

　
続
い
て
、
共
同
住
宅
を
中
心
と
し
た
「
応
急
危
険

度
判
定
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
基
づ
く
判
定
業
務
に
移
行
。

最
終
集
計
結
果
は
出
て
い
な
い
が
、
二
月
九
日
現
在

の
数
字
で
は
、
約
四
万
五
千
件
の
調
査
を
終
了
。

「
危
険
」
が
約
六
千
件
（
一
四
％
）
、
「
要
注
意
」
が

約
八
千
八
百
件
（
二
〇
％
）
に
及
ん
で
い
る
（
図
－

４
・
５
）
。

　
私
か
担
当
し
た
「
灘
区
」
や
「
東
灘
区
」
は
、
建

物
の
倒
壊
に
よ
る
死
亡
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

が
、
と
に
か
く
ひ
ど
い
状
況
で
、
調
査
件
数
は
五
千

八
百
件
で
、
「
危
険
」
と
さ
れ
た
建
築
物
が
千
四
百

六
十
六
件
（
二
四
・
五
％
）
を
占
め
て
い
る
。
こ
の

数
に
は
、
倒
壊
し
て
し
ま
っ
た
も
の
は
含
ま
れ
て
い

な
い
。

　
戸
建
て
を
中
心
に
民
間
建
築
士
が
判
定
・
相
談
に

行
っ
た
数
は
相
当
数
に
の
ぼ
る
が
、
現
時
点
で
は
全

体
集
計
は
さ
れ
て
い
な
い
。
二
月
五
日
ま
で
に
支
援

会
議
が
把
握
し
た
分
で
も
、
延
べ
二
千
五
百
人
が
参

加
し
、
一
万
件
の
相
談
に
対
応
し
た
と
言
わ
れ
て
お

り
、
自
治
体
が
受
け
付
け
て
い
る
も
の
を
含
め
る
と
、

最
終
的
に
は
膨
大
な
数
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

①
－
わ
が
国
で
初
め
て
の
応
急
危
険
度
判
定
活
動

　
全
国
か
ら
多
い
日
は
二
百
人
ほ
ど
が
、
私
の
担
当

地
域
で
も
活
動
し
て
い
た
。
派
遣
さ
れ
た
行
政
建
築

職
員
は
、
前
日
の
研
修
や
遠
い
宿
舎
、
精
神
的
緊
張

や
不
便
な
環
境
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
適
切
な
対
応
を

行
っ
た
こ
と
で
大
変
感
謝
さ
れ
た
。
一
番
心
配
で
あ
っ

た
事
故
や
怪
我
も
な
く
無
事
に
任
務
を
終
え
る
こ
と

が
で
き
、
支
援
本
部
と
し
て
安
心
し
た
。
わ
が
国
で

は
初
め
て
の
経
験
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か

な
り
の
成
果
を
上
げ
た
と
考
え
て
い
る
。

　
し
か
し
、
判
定
制
度
は
ア
メ
リ
カ
で
整
備
さ
れ
、

そ
の
後
日
本
で
も
導
入
が
始
ま
っ
た
が
、
ま
だ
ご
く

一
部
の
自
治
体
で
採
用
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
、
昨
年
の
ノ
ー
ス
リ
ッ
ジ
地
震
（
ロ
サ
ン
ゼ
ル

ス
市
）
に
お
い
て
は
、
連
邦
危
機
管
理
庁
（
Ｆ
Ｅ
Ｍ

Ａ
）
や
自
治
体
相
互
や
民
間
建
築
士
団
体
と
の
連
携

が
迅
速
に
行
わ
れ
、
危
険
度
判
定
の
取
り
組
み
に
大

き
な
効
果
を
も
た
ら
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
わ
が

国
に
お
い
て
も
今
回
の
経
験
を
生
か
し
て
、
さ
ら
に

体
制
づ
く
り
を
進
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

痛
感
し
た
。

②
-
被
災
者
か
ら
の
反
応

　
判
定
業
務
に
つ
い
て
は
、
初
期
の
段
階
で
は
、
こ

の
判
定
活
動
自
体
が
知
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
混
乱

が
あ
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
被
災
後
、

行
政
技
術
職
員
や
建
築
の
専
門
家
が
そ
の
地
域
に
入
っ

た
の
は
多
く
の
場
合
初
め
て
で
あ
り
、
被
災
者
の
方
々

は
す
ぐ
に
熱
心
に
話
や
説
明
を
聞
き
た
が
っ
た
。
被

災
者
の
反
応
は
お
お
む
ね
好
意
的
で
あ
っ
た
。
被
災

者
の
判
断
の
助
け
と
な
り
、
ま
た
安
心
感
を
与
え
る

こ
と
に
も
効
果
が
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
地
元
新
聞
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
周
知

度
が
増
す
に
つ
れ
、
や
り
や
す
く
な
る
反
面
、
あ
ら

緊
急
特
集
・
横
浜
市
職
員
が
見
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
②
現
地
派
遣
職
員
の
報
告

ゆ
る
相
談
が
判
定
士
に
持
ち
か
け
ら
れ
苦
慮
す
る
面

も
あ
っ
た
。

　
具
体
的
な
判
定
士
の
声
を
紹
介
す
る
と
「
ぜ
ひ
判

定
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
が
多
か
っ
た
」
「
遠

く
か
ら
応
援
に
き
た
こ
と
で
感
謝
さ
れ
た
」

　
そ
の
一
面
「
「
赤
・
危
険
」
や
「
黄
・
注
意
」
を

は
が
す
人
が
少
な
い
が
い
た
」
「
住
民
と
い
う
よ
り

家
主
が
、
判
定
結
果
を
「
赤
」
に
し
て
く
れ
と
い
う

話
が
あ
っ
た
」
「
戸
建
て
住
宅
を
見
て
ほ
し
い
と
い

う
要
望
が
圧
倒
的
で
あ
り
、
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や

市
の
相
談
窓
口
な
ど
を
説
明
し
て
も
、
な
か
な
か
離

し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
」
「
市
に
電
話
し
て
も
つ
な

が
ら
な
い
、
来
て
く
れ
な
い
と
い
う
苦
情
を
あ
っ
た
」

　
ま
た
「
「
赤
」
と
し
た
建
物
で
、
一
時
荷
物
を
出

す
の
に
入
っ
て
い
い
か
と
言
わ
れ
困
っ
た
」

　
さ
ら
に
「
り
災
証
明
の
た
め
「
赤
」
を
貼
っ
て
ほ

し
い
と
い
う
人
が
い
た
。
説
明
を
し
よ
う
や
く
理
解

を
得
た
」

　
判
定
業
務
の
市
民
へ
の
浸
透
や
判
定
後
の
復
旧
や

補
修
補
強
へ
の
対
応
な
ど
を
日
ご
ろ
か
ら
準
備
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
と
感
じ
た
。
神
戸
市
の
建
築
相
談

セ
ン
タ
ー
、
大
阪
府
の
住
宅
相
談
室
な
ど
、
被
災
地

で
は
予
想
よ
り
早
く
相
談
窓
口
が
開
設
さ
れ
た
が
、

相
談
者
が
後
を
た
た
ず
、
こ
こ
で
も
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
活
動
が
み
ら
れ
た
が
、
一
月
二
十
九
日
打
ち
合

わ
せ
で
訪
問
し
た
あ
る
市
で
は
、
三
千
件
の
相
談
が

た
ま
っ
て
い
た
時
期
も
あ
る
。

③
－
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
判
定
士
や
判
定
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー

　
調
査
区
域
の
巡
回
で
、
何
回
か
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
建
築
士
に
あ
っ
た
が
、
熱
心
に
対
応
し
て
い
た
。

被
災
自
治
体
へ
の
協
力
と
し
て
、
全
国
か
ら
ボ
ラ
ン

図一４　応急危険度判定結果（件数）応急危険度判定結果（比率）図一５
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テ
ィ
ア
が
多
数
集
ま
っ
て
活
動
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
た
め
の
体
制
や
資
金
的
負
担
や
保
険
な
ど
ま
だ

制
度
化
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
危
険
な
家
屋
の
調
査

に
あ
た
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
さ
ら
に
多
く
の
判

定
士
を
育
成
し
て
い
く
た
め
の
環
境
づ
く
り
が
急
務

で
あ
る
。

　
一
方
行
政
側
で
も
、
判
定
業
務
を
円
滑
に
進
め
る

た
め
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
育
成
を
始
め
組
織
化

が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
広
域
災
害
の
場
合
、
他
の

都
市
や
地
域
か
ら
の
応
援
や
支
援
を
ど
う
全
体
と
し

て
ま
と
め
て
い
く
か
が
、
二
次
災
害
を
防
止
す
る
緊

急
時
に
は
重
要
で
あ
る
。
調
査
計
画
の
立
案
に
始
ま

る
一
連
の
業
務
を
、
的
確
に
進
め
る
体
制
づ
く
り
が

必
要
で
あ
る
。

○
－
判
定
結
果
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
と
活
用

　
判
定
結
果
は
、
調
査
シ
ー
ト
と
そ
の
判
定
を
し
た

建
物
を
住
宅
地
図
に
記
載
す
る
形
で
残
し
、
当
該
市

町
村
に
渡
し
た
。
し
か
し
、
被
災
自
治
体
に
は
人
員

が
確
保
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
を
即
時
に
整
理

（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
）
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
今

回
は
支
援
本
部
に
も
そ
の
機
能
は
な
か
っ
た
。
判
定

後
の
膨
大
な
、
そ
し
て
様
々
な
内
容
の
問
い
合
わ
せ

に
こ
た
え
る
た
め
に
も
、
判
定
結
果
を
即
時
に
デ
ー

タ
ペ
ー
ス
化
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に
よ
り
、
被
災
者
へ
の
対
応
は

無
論
の
こ
と
、
そ
の
後
復
旧
や
補
修
な
ど
の
相
談
に

も
活
用
で
き
る
。
さ
ら
に
、
救
援
活
動
（
物
資
、
避

難
場
所
、
あ
る
い
は
仮
設
住
宅
）
や
復
興
計
画
へ
も

反
映
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
で
は
、
判
定
結
果
が
即
時
に
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
化
さ
れ
、
そ
の
後
の
避
難
場
所
の
確
保
や
応
急
住

宅
の
建
設
に
役
立
て
た
ほ
か
、
災
害
証
明
や
援
助
な

ど
も
リ
ン
ク
し
た
実
績
が
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。
日

本
で
は
、
り
災
証
明
は
別
途
の
判
断
で
進
め
ら
れ
て

お
り
、
こ
の
応
急
判
定
と
の
差
を
指
摘
す
る
声
が
少

な
く
な
い
。

　
二
月
七
日
、
神
戸
市
役
所
（
住
宅
局
建
築
部
）
を

訪
れ
た
際
に
、
近
く
復
旧
に
向
け
建
築
確
認
な
ど
通

常
業
務
を
再
開
す
る
と
聞
く
。
こ
こ
ま
で
、
不
眠
不

休
で
働
い
て
い
た
神
戸
市
職
員
は
本
当
に
大
変
だ
っ

た
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
復
興
ま
ち
づ
く
り

の
た
め
建
築
制
限
区
域
や
、
新
た
な
条
例
に
伴
う
届

出
や
事
前
協
議
、
指
導
誘
導
な
ど
の
業
務
が
あ
り
、

建
築
行
政
だ
け
を
見
て
も
こ
れ
か
ら
も
困
難
が
伴
う
。

今
後
と
も
協
力
し
て
ほ
し
い
と
い
う
話
を
聞
き
、
神

戸
を
後
に
し
た
。
（
図
－
６
）

〈
北
沢
＝
建
築
局
企
画
管
理
課
技
術
管
理
担
当
課
長

／
谷
垣
＝
同
課
技
術
管
理
担
当
係
長
Ｖ

図一６　震災復興まちづくりニュース

建築が制限される区域の指定

指定された区域はどこですか？

（森南地区）（六甲道駅周辺地区）（三宮地区）

（松本地区）（御菅地区）（新長田駅周辺地区)、
以上計６地区です。

詳しくは裏ページの図面をご覧ください。

どういう街づくり計画か予定されていますか？

次のような街づくりか予定されていまず。そのた

めの話し合いをこれから始めさせていただきます。

〇土地区画整理事業が予定されている区域

（森南地区）(六甲道駅周辺地区）（松木地区）

（御菅地区）（新長田駅周辺地区）

○市街地再開発事業が予定されている区域

（六甲道駅周辺地区) (新長田駅周辺地区）

○地区計画が予定されている区域
（三宮地区）

建物は全く建てられないのですか？

次のような建物は建てることができます。

①2階建てまでの木造、鉄骨造り、コンクリートプ

ロック造りなどの建築物

②応急仮設建築物。工事用仮設建築物など。

いつまで制限するのですか？

平成７年２月17日までです。ただし､さらに１か月

延長する場合があります。

建築が制限される区域が

指定されました
震災からの復興に向けて

皆さんと共に取り組むために、総合的な市街地、住宅の整備を

行ううえで必要な区域については、一定期間、そこで建物を建

てることを辛抱していただき、その問に皆さんと共に、災害に

強い街づくり計画を定めていきたいと考えています。

　神戸は、1月17日夜明け前の地震によりたいへんな被害を受

けました。しかし、市民の皆さんは、再生に向けて歩き出され

ています。皆さんのこうした勣きこそが、神戸の復旧、復興へ

と実を結んでいくものです。こうした新しい街づくりを市民の
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